
セーフティネット保証５号認定
オンライン申請について
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【お問合せ先】
熊本市経済観光局産業部
商業金融課 金融支援班
電話：096-328-2424
メール：syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp
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申請内容の入力

①オンライン申請の対象となるのは、セーフティネット保証５号に指定されている業種のみ営む方です。
対象外業種も行われている場合は、窓口申請のみとなりますので、ご注意ください。
対象業種は
・セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁
・日本標準産業分類(令和５年[2023年]７月改定) | 統計分類・用語の検索 | 政府統計の総合窓口
からお調べください。

②申請者情報の入力

法人 又は 個人事業主 を選択し、
申請者情報を入力してください。

個人事業主の場合、屋号は不要です。また、
住所は住民票の住所を記載ください。
※事業所の住所ではありません。
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申請内容の入力

③申請種別の入力

本人申請 又は 金融機関等代理申請 を選択
し、担当者名等の情報を入力してください。

不備事項や認定書の交付連絡はこちらの
メールアドレス宛に送りますので誤りの
ないよう入力してください。

④営んでいる業種の入力

現に営んでいる業種を入力してください。
「指定業種名」「日本標準産業分類細分類
番号（4桁）」はフォーム内のリンク先で
確認し、入力してください。
複数の業種がある場合、「行を追加」で
全て入力してください。

事業内容を具体的に入力してください。
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申請内容の入力

⑤売上の入力

「最近３か月」及び「最近３か月の前年に
対応する期間」について、「年」「月」
「売上高」を月別で入力してください。

⑥売上の減少率

売上高を入力いただくと、自動計算します。
減少率が5%以上となることが認定要件です。
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添付資料の添付、申請内容の確認

⑦添付資料の添付

必要な添付資料を表示しています。
クリップのボタンを押し、必要な書類を
アップロードしてください。

⑧入力完了後、最後に申請内容の確認画面
が表示されます。ご確認いただき、内容
に問題がなければ「送信」を押してくだ
さい。

⑨右の画面が表示されましたら申請完了
です。登録されたメールアドレス宛に
申請受付メールが届きますので、ご確
認ください。
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申請完了から証明書交付まで

⑩申請内容や進捗状況の確認は、申請受付メールに記載の照会ＵＲＬから確認することができます。

・受付 ：申請が完了した状態
・対応中 ：申請を受け付け、審査中の状態
・補正依頼：申請内容に不備があるため、申請を差し戻した状態
・対応完了：審査が終了し、交付準備が整った状態

⑪審査完了後、ご登録のメールアドレスに処理完了メールをお送りします。
メールが届きましたら、市役所本庁８階 商業金融課窓口にて証明書の受取をお願いします。
認定書は、認定日から３０日以内の有効期限がございますので、ご注意ください。
また、受取の際は本人確認を行いますので、本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）を
お持ちください。
代理人（金融機関担当者や法人の従業員など）が受取に来られる場合は、委任状と来庁される方の
本人確認書類をお持ちください。

※受取の受付時間：９時～１２時、１３時～１７時（土・日・祝日、年末年始を除く）
１２時～１３時の時間での受取をご希望の場合、事前にご連絡いただきますよう、お願いします。
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